
武豊町災害対応マニュアル 

（令和６年２月改訂） 

 

第１編 総則 

第１章 本マニュアルの目的、時期区分、施行と改正 

１ 目的 

本町の災害対応における災害対策本部の体制並びに各組織及び機能毎の行動の準拠を定める。 

２ 時期区分（大規模災害発生時） 

武豊町地域防災計画－地震・津波災害対策計画－（以下「町地域防災計画」という。）第１編第４章第１

節「防災の基本理念」参照 

武豊町業務継続計画（以下「町ＢＣＰ」という。）「２.３.１非常時優先対象期間の設定」参照 

３ 見直し及び改正 

本マニュアルは、毎年１回、定期（４月）に見直し及び改正を実施するほか、職員訓練や町防災訓練等の

教訓を踏まえ適時に見直しを実施し改正する。 

 

第２章 災害対策本部等の設置・運営 

  第１節 災害対策本部の設置 

１ 災害対策本部の設置基準、体制の区分等 

町地域防災計画第３編第１章第１節「災害対策本部の設置・運営」参照 

町ＢＣＰ「２.４.１災害対策本部の設置基準、体制の区分」参照 

２ 災害対策本部設置当初の運営要領 

Ｍ１０１「災害対策本部設置当初の運営マニュアル」 

 

第２節 基本体制 

   町地域防災計画第３編第１章第１節「災害対策本部の設置・運営」参照 

町ＢＣＰ「２.４.１災害対策本部の設置基準、体制の区分」参照 

 

第３節 初動任務体制（勤務時間外に発災した場合） 

１ 全般、職員の自動参集、受付及び初動任務付与 

  町ＢＣＰ「２.４.２地震時における初動任務体制」参照 

  ★Ｍ１０２「自動参集時の受付・初動任務付与マニュアル」 

２ 当直者（事務委託）の行動  

（１）本町に震度５弱以上の地震が発生した場合、当直者の１名は、庁舎を安全確認 

（２）他の１名は、庁舎に特段倒壊がない場合、庁舎入口を開扉後、防災センターで通信を確保 

（３）当直者は、登庁した参集職員に状況を申し送るとともに、その活動を補佐 

第４節 体制の見直し、変更 

１ 初動任務体制から基本体制への移行等 

  勤務時間外に発災した場合の災害対策本部初動任務体制は、初動任務の遂行状況、職員の参集状況等

を踏まえ、原則として本部事務局長の判断により基本体制に移行、事後の体制も適時見直し・変更 

２ 非常時優先業務及び業務開始目標時間の設定 

町ＢＣＰ「２.３非常時優先業務の整理」参照 

 

 

 

 



第５節 災害対策本部等の配置、施設の運用 

１ 役場    

 

区 分 配 置 

本部事務局 

総括班、対策班、情報班 防災センター 

即動班、区連絡員、避難所担当職員 防災交通課（待機場所） 

仮眠・休憩室 食堂 

各 部 等 各 部 等 

その他 

災害対策本部会議（防災センター以外） 第１会議室 

記者会見場 全員協議会室 

自衛隊・消防等連絡要員、応援職員等 第２・３・４会議室 

罹災証明発行窓口 第５・６会議室 

職員臨時育児所 地下会議室 

 

２ 施設の運用 

  施設の運用（目的区分別／管理区分別） ： 別紙１ 

  

３ 応急救護所の活動 

（１）設置の判断権者 

災害対策本部長 

（２）設置基準 

 ア 予想される死傷者が１００名以上 

イ 応急救護活動できる見込みの医師２名以上 

（３）設置場所（基準） 

  保健センター 

（４）活動根拠 

  「武豊町医療救護計画」及び「災害時の医療活動に関する協定書」 

 

第６節 会議等 

１ 部課長会議等の開催 

  町地域防災計画第３編第１章第１節（３）項「部課長会議の開催」のほか、細部は下記のとおり。 

 

種 類 目 的 時期（基準） 参加者 場 所 

部課

長会

議 

定例会議 
・町災害応急対策方針

等重要事項の決定 

・情報共有、意見交換 

朝夜×各１回定

時に実施 

本部長、副本部

長、部課長、本部

事務局員等 

防災センター又

は第１会議室 
臨時会議 臨機に実施 

調整会議 

・情報交換、意見交換 

・町災害応急対策方針

等重要事項の準備 

部課長会議前

等に必要に応

じ実施 

関係部課長所定 関係部課長所定 

 

２ 定例会議の実施要領 

 (1) 実施時期及び会議資料の準備（一例） 

 

区 分 実施時期 会議資料の提出 備 考 

朝の定例会議 １０時 
各部課等は８時現在の状況を整理して９

時までに総括班に提出 

各部署等は別紙５「町全

般状況一覧表」記載用

紙、所要会議資料及び数

値等入力データ等提出 
夜の定例会議 １９時 

各部課等は１７時現在の状況を整理して

１８時までに総括班に提出 



 (2) 会議の進行（一例） 

 

 次 第 担 当 コンテンツ例 

１ 最新の気象・地震等 防災交通課 気象予警報、今後の余震、津波の予測 

２ 町全般状況 各担当課 別紙５「町全般状況一覧表」中、特記事項報告 

３ 
役場 

現況 

職員 対象職員所掌課 業務対応可能職員数、要治療・応援・派遣職員 

４ 管理施設 施設管理担当課 施設損傷・インフラ環境・機能制約・修復見積 

５ 物資・機材 当該担当課 配置場所・保有数、消耗・枯渇・取得・差出見積 

６ 当面の懸案・対策 当該担当課  

７ 今後の方針 防災交通課  

第７節 本部長職務代理の順位等 

   町ＢＣＰ「２.４.４指揮命令系統及び職務代行」参照 

 

第８節 災害対策本部組織･職員の識別 

災害対策本部組織･職員の識別要領  ： 別紙２ 

 

  第９節 南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応 

町地域防災計画第２編第１３章「南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応」参照 

 

第３章 関係機関等との連携 

１ 全般 

  町は、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体等と平素から密接

な協力体制を確立し、発災時にはこれら関係機関等と速やかに連携して、情報を共有するとともに必要

な協力･支援の獲得等防災活動の充実を図る。 

 

２ 各機関等の主要活動内容、災害対策本部連絡窓口等  

機 関 等 主要活動内容等 災対本部連携窓口 備 考 

町

内

公

共

的

団

体 

各区自主防災会 
被災者救出、初期消火、避難所

運営等 

・全般は本部事務局 

・避難所は健康福祉部 
細部：第３項 

社会、福祉団体 災害時協定に基づく活動等 ・健康福祉部 
防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活

動内容：第４項 

産業経済、建設

関係団体 
協定に基づく活動等 

・生活経済部 

・建設部 
 

危険物施設の管

理者 

危険物に関する情報速報、安全

化等 
・本部事務局  

地域水門操作員 水門等閉鎖 ・本部事務局  

消防団 水門等閉鎖、消火、人命救助等 ・本部事務局  

消 防 消火、救急、人命救助等 ・本部事務局  

警 察 治安、交通、人命救助等 ・本部事務局  

自衛隊 
要請に基づく人命救助、応急復

旧、生活支援等 
・本部事務局  

上記以外の防災関係

機関 
所掌業務 

・全般は本部事務局 

・機能毎は各部 
 

 

  防災関係事業者等と災対本部窓口一覧表  ： 別紙３ 

 

 

 



３ 各区自主防災会の当初の活動等 

(1) 地震災害時の活動 

  災害時の状況 自主防災組織に期待される活動・役割 

発生前   ○ 防災知識の普及 

○ 防災訓練の実施、資機材等の整備 

○ 災害危険箇所、災害時要援護者の把握等 

発生直

後 

～ 災害発生直後 ～ 

 

 地域で救援活動に当たる人も含めて、

大部分の人が被災者であり、生命の危

機・生活環境等の破壊に対し、自助と地

域住民の共助が中心となる。 

 

～ 災害発生から数日間 ～ 

 

行政や公的機関による緊急対応や地

域住民と自主防災組織としては、初動対

応となる消火、避難、救出・救護、給食・給

水等を実施する時期となる。また、外部

から様々な支援活動、人材、支援物資が

入ってくる時期でもある。 

（地域性や災害の規模によって外部から

の支援時期は異なる。） 

○ 自身と家族の安全確保 

○ 近隣での助け合い（出火防止、初期消火、救助等） 

○ 津波からの迅速な避難誘導 

数時間

後 

○ 安否や被害についての情報収集 

○ 初期消火活動 

○ 救出活動、負傷者の手当・搬送 

○ 住民の避難誘導活動 

○ 災害時要援護者の避難支援 

数日後 ○ 避難所運営 

○ 自治体および関係機関の情報伝達 

○ 他団体等への協力要請 

○ 物資配分、物資需要の把握 

○ 炊き出し等の給食・給水活動 

○ 防疫対策、し尿処理 

○ 避難中の自警（防犯）活動 

○ 災害時要支援者への配慮 

○ ボランティア活動のニーズの把握 

 (2) 風水害時の活動 

  災害時の状況 自主防災組織に期待される活動・役割 

災害発

生前 

  ラジオ・テレビなどの気象情報に注意

し、避難準備情報や避難勧告・指示に備

えて行動する。 

 また、地域の災害状況（水位、土砂災害

の前兆現象）に注意する。 

※ 早期の情報伝達・事前行動が必要 

※ 土砂災害の前兆現象などに注意し、異常があれば

自主避難するとともに、町に通報する。 

○ 住民への避難の呼びかけ 

○ 土嚢積み等、被害を抑える行動 

○ 災害時要援護者の避難支援 

災害発

生直後 

早期に避難を完了し、避難所等での安

否確認等を実施する時期である。 

 また状況に応じて、水防活動、救出・救

護を実施する。 

※ 被害を抑えるための行動と避難所運営 

○ 水防活動 

○ 安否や被害についての情報収集 

○ 救出活動 

○ 負傷者の手当・搬送 

○ 避難所運営 

 

(3) 役場との連絡 

    各区自主防災会に区連絡員（防災行政無線機を携行した職員）を派遣し、災害対策本部と各区自主防

災会との連絡を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 防災ボランティアの当初の活動等 

区 分 当初の活動 備 考 

防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの

会 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ部会 

○武豊町地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援本部（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、

以下「ボラセン」と呼称、場所：中央公民館）の開

設支援における中核として活動 

  

 

 

細部は各区

自主防災会

及び防災ﾎﾞﾗ

ﾝ ﾃ ｨ ｱの会の

計画による。 

その他の部会 ○各区自主防災会の防災ﾘｰﾀﾞｰとして活動 

又は 

○ボラセンで任務受領 

その他の町内

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

防災ﾘｰﾀﾞｰ 

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰ 

○ボラセンで任務受領（ボラセン支援等） 

 又は 

○各区自主防災会の一員として活動 

その他 

○ボラセンで任務受領 

 又は 

○各区自主防災会の一員として活動 

町外からの支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ○ボラセンで任務受領  

 

第４章 全般態勢の推移（大規模災害発生時） 

町ＢＣＰ「１.３業務継続計画策定の効果 図１－３発災後に市町村が実施する業務の推移」参照 

 

第５章 報告 

１ 全般  

  災害対策本部長の状況判断に資するため、緊急情報の速達、町全般状況の適時の把握・報告を重視して

報告業務を実施する。 

 

２ 緊急情報の速達 

Ｍ１３１「情報収集・伝達マニュアル」に基づき、災害情報の緊急度を適切に判断して、報告及び無線機

使用統制に従い緊急情報の速達を図る。 

★Ｍ１３１「情報収集・伝達マニュアル」 

 

３ 各地域・施設・機能等毎の状況の把握・報告 

Ｍ１３１「情報収集・伝達マニュアル」、Ｍ４１１「武豊町避難所運営マニュアル」その他の機能別マニュアル

に基づき、各地域・施設・機能等毎の状況を把握し報告を実施する。 

 

４ 町全般状況の把握・報告 

災害対策本部各組織は、所掌事務に関わる町の全般状況を把握・整理して、次により報告する。 

(1)  報告内容及び担任 

    町全般状況一覧表 ： 別紙４ 

 

(2) 報告時期 

    別に指示がある場合のほか、次により定時に総括班に報告する。 

   ア ８時現在の状況を整理して９時までに報告 

   イ １７時現在の状況を整理して１８時までに報告 

 

５ 町全般状況一覧表の承認、伝達、情報共有 

 総括班は、別紙４「町全般状況一覧表」を本部長に報告して承認を受ける。 

承認を受けた別紙４「町全般状況一覧表」は、防災センターに掲示するとともに、デスクネッツにより情報

共有を図罹災害対策本部会議や防災機関、報道機関等の関係機関との連絡において活用する。 



 

６ 県等の関係機関への報告 

  総括班は、愛知県地域防災計画附属資料第 12 防災関係機関の連絡先、報告様式等「２ 報告様式・報告

要領等」に基づき、報告する。 

  その他の県及び関係機関への報告は、それぞれの様式に基づき、窓口担当の各部課・班が実施する。 

「災害発生状況等（速報・確定報告）」に関するデータ提供担当一覧表  ： 別紙５ 


